
●スポーツに関する事務の移管について（関係法令）

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律【抜粋】

（教育委員会の職務権限）

第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるも

のを管理し、及び執行する。

一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その

他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。

二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」

という。）の管理に関すること。

三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の

人事に関すること。

四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関する

こと。

五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指

導に関すること。

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福

利に関すること。

十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

十一 学校給食に関すること。

十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

十三 スポーツに関すること。

十四 文化財の保護に関すること。

十五 ユネスコ活動に関すること。

十六 教育に関する法人に関すること。

十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に

関すること。

（長の職務権限）

第二十二条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する

事務を管理し、及び執行する。

一 大学に関すること。

二 幼保連携型認定こども園に関すること。

三 私立学校に関すること。

四 教育財産を取得し、及び処分すること。

五 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

六 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
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（職務権限の特例）

第二十三条 前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条

例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務の

いずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。

一 スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。

二 文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。

２ 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体

の教育委員会の意見を聴かなければならない。

２ スポーツ基本法【抜粋】

（地方スポーツ推進計画）

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定める

ところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を管

理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっ

ては、その長）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進

に関する計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

２ 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

（スポーツ推進委員）

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町村に

おけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する

深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の

中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。

２ スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則（特定

地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツの推進の

ための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツ

に関する指導及び助言を行うものとする。

（審議会等への諮問等）

第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体

（社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社会教育関係団体をいう。）

であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては

文部科学大臣が第九条第二項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員

会（特定地方公共団体におけるスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除

く。）に係る補助金の交付については、その長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機

関の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、同法第十三条の規定

による意見を聴くことを要しない。


